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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】信頼性の高い感電防止構造を備えたコネクタを
提供する。
【解決手段】コネクタ１は、ハウジングと、タブ端子２
０と、スライド部材とを備える。スライド部材は、係止
アーム３４を備える。係止アーム３４は、当接壁よりも
前方に延びる前方側壁に繋がる固定端を前方に有し後方
に向かって片持ち梁形状に延び、鉤部３４１を有する。
鉤部３４１は、相手コネクタに係止し、嵌合した相手コ
ネクタの抜去にあたり、その係止により相手コネクタに
引かれてスライド部材を前方位置にスライドさせる。ま
た、ハウジングは、撓み阻止壁１２を備えている。この
撓み阻止壁１２は、スライド部材が前方位置にあるとき
には相手コネクタ２に鉤部３４１を乗り越えさせるため
の係止アーム３４の撓みを許容する。また、この撓み阻
止壁１２は、スライド部材が前方位置近傍よりも記後方
位置寄りにあるときには係止アーム３４の撓みを阻止す
る。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　嵌合する相手コネクタに向かう前方に開口した中空部を有するハウジングと、
　前記ハウジングに支持されて前方に向かって前記中空部内に突き出た端子と、
　前記端子を挿通させる挿通孔を有し、前記中空部内に配置されて、該端子の前端が該挿
通孔内に引き込まれた前方位置と、相手コネクタの端子との接続に必要な該端子の長さ部
分を該挿通孔よりも前方に突き出させた後方位置との間でスライドするスライド部材とを
備え、
　前記スライド部材が、前記挿通孔が形成され嵌合してきた相手コネクタが当接して該相
手コネクタによって押される当接壁と、該当接壁よりも前方に延びる前方側壁と、該前方
側壁に繋がる固定端を前方に有し後方に向かって片持ち梁形状に延びた形状を有し、嵌合
してきた相手コネクタに係止し、嵌合した相手コネクタの抜去にあたり、該係止により相
手コネクタに引かれて該スライド部材を前記前方位置にスライドさせる鉤部が設けられた
係止アームを備え、
　前記ハウジングが、前記スライド部材が前記前方位置にあるときには相手コネクタに前
記鉤部を乗り越えさせるための前記係止アームの撓みを許容し、前記スライド部材が該前
方位置よりも後方にあるときには該撓みを阻止する撓み阻止部を備えたことを特徴とする
コネクタ。
【請求項２】
　前記スライド部材が、前記前方側壁に繋がる固定端を前方に有し、片持ち梁形状に、前
記当接壁を超える後方にまで延び、該当接壁よりも後方に、該スライド部材が前記前方位
置にあるときに前記ハウジングに係止するスライド部材側係止部を有し、該スライド部材
を該前方位置にロックするロックアームを備え、
　前記ハウジングが、前記スライド部材側係止部に係止するハウジング側係止部を備え、
　前記ロックアームが、前記スライド部材が前記前方位置にあるときに、嵌合してきた相
手コネクタに押されることで該ロックアームを撓ませて、前記スライド部材側係止部の、
前記ハウジング側係止部との間の係止を解除させる係止解除突起を備えたことを特徴とす
る請求項１に記載のコネクタ。
【請求項３】
　前記鉤部および前記係止解除突起が、前記スライド部材が前記前方位置にあるときに、
嵌合してきた相手コネクタにより該鉤部が押され前記係止アームが撓んで該相手コネクタ
に該鉤部を乗り越えさせた後に、該係止解除突起が該相手コネクタにより押されて前記ロ
ックアームを撓ませ、前記スライド部材側係止部の、前記ハウジング側係止部と間の係止
を解除させる位置関係にあることを特徴とする請求項２に記載のコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、感電防止構造を備えたコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ハイブリッド自動車や電気自動車の中には、例えば瞬間的には１２００Ｖにもなる高電
圧を使用するものがある。このため、その高電圧が印加されるコネクタには、そのコネク
タを操作する作業者が感電しないように感電防止構造が備えられている。
【０００３】
　ここで、特許文献１には、雄型コンタクトが配置される中空部内に雄型コンタクトとの
接触を防止するスライド部材を設け、そのスライド部材に相手コネクタに係止する、前方
へ延びる係止アームを設けたコネクタが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２００３－０６８４０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のような感電防止構造を備えたコネクタの場合、作業者等が万が一にも感電しない
ように、その感電防止構造を確実に機能させる高い信頼性が必要である。
【０００６】
　ここで、上掲の特許文献１に開示されているコネクタの場合、スライド部材が後退位置
にある状態において、係止アームの相手コネクタへの係止が確実ではなく、抜去される相
手コネクタにスライド部材が追随しないおそれがある。
【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑み、信頼性の高い感電防止構造を備えたコネクタを提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成する本発明のコネクタは、
　嵌合する相手コネクタに向かう前方に開口した中空部を有するハウジングと、
　上記ハウジングに支持されて前方に向かって上記中空部内に突き出た端子と、
　上記端子を挿通させる挿通孔を有し、上記中空部内に配置されて、その端子の前端が挿
通孔内に引き込まれた前方位置と、相手コネクタの端子との接続に必要な端子の長さ部分
を挿通孔よりも前方に突き出させた後方位置との間でスライドするスライド部材とを備え
、
　上記スライド部材が、上記挿通孔が形成され嵌合してきた相手コネクタが当接してその
相手コネクタによって押される当接壁と、その当接壁よりも前方に延びる前方側壁と、そ
の前方側壁に繋がる固定端を前方に有し後方に向かって片持ち梁形状に延びた形状を有し
、嵌合してきた相手コネクタに係止し、嵌合した相手コネクタの抜去にあたり、係止によ
り相手コネクタに引かれてスライド部材を前方位置にスライドさせる鉤部が設けられた係
止アームを備え、
　上記ハウジングが、スライド部材が前方位置にあるときには相手コネクタに上記鉤部を
乗り越えさせるための係止アームの撓みを許容し、スライド部材が前方位置よりも後方に
あるときには撓みを阻止する撓み阻止部を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　本発明のコネクタは、ハウジングが上記の撓み阻止部を有するため、相手コネクタの抜
去にあたり、スライド部材が確実に前方位置にスライドする。この前方位置は、タブ端子
の前端がスライド部材の挿通孔内に引き込まれた位置である。したがって、相手コネクタ
が抜去されたときに、スライド部材による確実な感電防止機能が発揮される。
【００１０】
　また、本発明のコネクタを構成するスライド部材の係止アームは、前方に固定端を有し
、片持ち梁形状に後方に延び、固定端よりも後端部側に寄った位置に、相手コネクタに係
止する鉤部が設けられている。仮に、この係止アームが、後方に固定端を有し、片持ち梁
形状に前方に延び、固定端よりも前端部側に寄った位置に、相手コネクタに係止する鉤部
が設けられている形状であるとする。この場合、相手コネクタの抜去にあたり、前端部側
、すなわち自由端側から徐々に撓み阻止部から外れることになる。このため、相手コネク
タがどの位置まで抜去されたときに係止が外れる程度の撓みを許すか、という点について
、係止アームの厚みばらつきや他の寸法誤差等によりばらつくおそれがある。これに対し
、本発明の場合は、係止アームは、前方に固定端を有し、後方に延びる片持ち梁形状を有
する。したがって、相手コネクタの抜去にあたり、自由端である後端が撓み阻止部から外
れるまでは撓みが阻止され、外れた瞬間に撓みが許容される。したがって、本発明の場合
、係止アームの厚みの誤差等に因らず一定位置で撓みの許容／阻止が始まることになり、
一層確実な撓み制御が可能となる。
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【００１１】
　ここで、本発明のコネクタにおいて、
　上記スライド部材が、上記前方側壁に繋がる固定端を前方に有し、片持ち梁形状に、上
記当接壁を超える後方にまで延び、その当接壁よりも後方に、スライド部材が前方位置に
あるときにハウジングに係止するスライド部材側係止部を有しそのスライド部材を前方位
置にロックするロックアームを備え、
　上記ハウジングが、スライド部材が前方位置にあるときのスライド部材側係止部に係止
するハウジング側係止部を備え、
　上記ロックアームが、スライド部材が前方位置にあるときに、嵌合してきた相手コネク
タに押されることでロックアームを撓ませて、スライド部材側係止部の、ハウジング側係
止部との間の係止を解除させる係止解除突起を備えた構成とすることが好ましい。
【００１２】
　上記のハウジング側係止部およびスライド部材側係止部を備えると、前方位置にまでス
ライドしてきたスライド部材が、相手コネクタの嵌合まで確実に前方位置にとどまること
になる。これにより、感電防止機能の一層の信頼性向上が図られる。
【００１３】
　ここで、スライド部材側係止部を備えたロックアームが、後方に固定端を有し、前方に
向かって片持ち梁形状に延びた部材であるとする。その場合、スライド部材側係止部が、
上記の中空部の、相手コネクタが差し込まれる開口近傍に位置することになる。そうなる
と、指がそのスライド部材側係止部に不用意に触れて、その係止が外れてしまうおそれが
ある。ここでは、前方に固定端を有し後方に向かって片持ち梁形状に延びるロックアーム
であって、スライド部材側係止部を、上記の当接壁よりも後方に、つまり、指で決して触
れることができない位置に設けている。このため、感電防止機能の信頼性がさらに高めら
れている。
【００１４】
　さらに、本発明のコネクタにおいて、上記鉤部および上記係止解除突起が、スライド部
材が前方位置にあるときに、嵌合してきた相手コネクタにより鉤部が押され係止アームが
撓んで相手コネクタに鉤部を乗り越えさせた後に、係止解除突起が相手コネクタにより押
されてロックアームを撓ませ、スライド部材側係止部の、ハウジング側係止部と間の係止
を解除させる位置関係にあることが好ましい。
【００１５】
　上記鉤部および上記係止解除突起を上記の位置関係に配置すると、鉤部と相手コネクタ
が一層確実に係止される。したがって、感電防止機能の信頼性が一層高められる。
【発明の効果】
【００１６】
　以上の本発明によれば、信頼性の高い感電防止構造を備えたコネクタが実現する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】互いに嵌合する第１コネクタと第２コネクタの外観を表わした斜視図である。
【図２】図１に示す第１コネクタを上下方向の中央を通る水平面で切断して、その断面を
示した斜視図である。
【図３】図２の斜視図と同じ断面を示した平面図である。
【図４】スライド部材の斜視図（Ａ）と、そのスライド部材を上下方向の中央を通る水平
面で切断して、その断面を示した斜視図（Ｂ）である。
【図５】図２と同様に断面した状態の、前側ハウジングを示した斜視図である。
【図６】第１コネクタへの第２コネクタの嵌合時の動作を順を追って示した図である。
【図７】第１コネクタへの第２コネクタの嵌合時の動作を順を追って示した図である。
【図８】第１コネクタへの第２コネクタの嵌合時の動作を順を追って示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
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　以下、本発明の実施の形態を説明する。
【００１９】
　図１は、互いに嵌合する第１コネクタと第２コネクタの外観を表わした斜視図である。
【００２０】
　ここで、第１コネクタ１は、本発明の一実施形態としてのコネクタである。また、第２
コネクタ２は、その第１コネクタ１に嵌合する相手コネクタである。この図１では、互い
に嵌合する姿勢にある第１コネクタ１と第２コネクタ２が示されている。
【００２１】
　第１コネクタ１は、ハウジング１０を備えている。このハウジング１０は、嵌合する相
手コネクタである第２コネクタ２に向かう前方（矢印Ｘの向き）に開口した中空部１１を
有する。この中空部１１には、第２コネクタ２のハウジング２００の一部が嵌入する。そ
の嵌入により、第１コネクタ１と第２コネクタ２が互いに嵌合する。
【００２２】
　このハウジング１０は、前側ハウジング１０Ａと後側ハウジング１０Ｂとの組合せによ
り構成されている。前側ハウジング１０Ａの、後側ハウジング１０Ｂ寄りであってフラン
ジ１４の後方には、前側ハウジング１０Ａの外面に沿って配置された防水用のシールリン
グ４０が備えられている。
【００２３】
　図２は、図１に示す第１コネクタを上下方向の中央を通る水平面で切断して、その断面
を示した斜視図である。
【００２４】
　また、図３は、図２の斜視図と同じ断面を示した平面図である。この図３には、安全規
格に準拠した人の指の形状を模擬したテストフィンガー５０も示されている。
【００２５】
　第１コネクタ１は、図１に示した中空部１１を有するハウジング１０を備えている。ま
た、この第１コネクタ１は、２つのタブ端子２０と、スライド部材３０とを備えている。
【００２６】
　タブ端子２０は、ハウジング１０への圧入により、ハウジング１０に支持されている。
ただし、このタブ端子２０は、他の手段で固定されてもよい。そして、そのタブ端子２０
は、前方（矢印Ｘの向き）に向かって中空部１１内に突き出ている。このタブ端子２０に
は、高電圧（例えば、瞬時的には１２００Ｖ）が印加される。このため、このタブ端子２
０に触れて感電することがないよう、感電防止構造が必要となる。これらのタブ端子２０
は、本発明にいう端子の一例に相当する。
【００２７】
　また、スライド部材３０は、中空部１１に配置されていて、前方（矢印Ｘの向き）と後
方（矢印Ｘとは逆向き）に往復スライド自在となっている。ここでは、前方（矢印Ｘの向
き）にスライドした位置を前方位置と称する。図２，図３には、前方位置にスライドした
状態のスライド部材３０が示されている。また、ここでは、スライド部材３０が後方（矢
印Ｘとは逆向き）にスライドした位置を後方位置と称する。後述する図６（Ｃ）、図７（
Ｃ）、図８（Ｃ）には後方位置にスライドした状態のスライド部材３０が示されている。
【００２８】
　図４は、スライド部材の斜視図（Ａ）と、そのスライド部材を上下方向の中央を通る水
平面で切断して、その断面を示した斜視図（Ｂ）である。
【００２９】
　また、図５は、図２と同様に断面した状態の、前側ハウジングを示した斜視図である。
【００３０】
　以下では、図２，図３に加え、さらに図４および図５を参照しながら、スライド部材３
０およびハウジング１０について説明を続ける。
【００３１】
　このスライド部材３０には、２つの挿通孔３１が形成されている。これら２つの挿通孔
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３１には２枚のタブ端子２０がそれぞれ挿通されている。
【００３２】
　この第１コネクタ１に第２コネクタ２（図１参照）が嵌合していないときは、スライド
部材３０は、図２，図３に示す前方位置にとどまっている。そして、スライド部材３０が
その前方位置にあるとき、タブ端子２０の前端２１は、スライド部材３０の挿通孔３１内
に引き込まれている。したがって、図３にテストフィンガー５０を示すように、ハウジン
グ１０の中空部１１内に指が入り込んでもその指がタブ端子２０に触れることはない。こ
れにより、感電が防止される。
【００３３】
　このスライド部材３０が後方位置（図６（Ｃ）、図７（Ｃ）、図８（Ｃ）参照）にまで
スライドすると、第２コネクタ２に備えられている雌型端子２０２（図７，図８参照）と
の接続に必要な、タブ端子２０の長さ部分が挿通孔３１よりも前方に突き出た状態となる
。
【００３４】
　この感電防止構造を確実に機能させる必要がある。そのためには、第１コネクタ１から
第２コネクタ２（図１参照）が抜去されるときには、スライド部材３０を確実に前方位置
にスライドさせることが重要である。これを実現するために、本実施形態では、以下の構
造が採用されている。
【００３５】
　このスライド部材３０には当接壁３２と前方側壁３３が設けられている。当接壁３２は
、挿通孔３１が形成され嵌合してきた第２コネクタ２が当接してその第２コネクタ２によ
って押される壁である。また、前方側壁３３は、当接壁３２よりも前方に、本実施形態で
はフード上に延びている壁である。また、このスライド部材３０には、上下に２本づつの
係止アーム３４が設けられている。これらの係止アーム３４は、前方側壁３３に繋がる固
定端を前方に有し、後方に向かって片持ち梁形状に延びている。そして、これらの係止ア
ーム３４には、本実施形態ではその固定端よりも後端側であって当接壁３２よりも前方に
、内向きに突出して、嵌合してきた第２コネクタ２に係止する鉤部３４１が設けられてい
る。この鉤部３４１は、嵌合した状態にある第２コネクタ２の抜去にあたり、第２コネク
タ２の係止部２０１（図１及び図６参照）との係止によりその第２コネクタ２に引かれて
スライド部材３０を前方位置にスライドさせる役割を担っている。
【００３６】
　この係止アーム３４は、ハウジング１０の撓み阻止壁１２（図５参照）により、スライ
ド部材３０が前方位置よりも後方にあるときにはその撓みが阻止されている。そして、こ
の係止アーム３４は、スライド部材３０が前方位置にあるときには、その撓み阻止壁１２
から外れ、撓むことができる状態にある。この点の詳細は後述する。この撓み阻止壁１２
は、本発明にいう撓み阻止部の一例に相当する。
【００３７】
　また、このスライド部材３０には、その左右に１本ずつのロックアーム３５が設けられ
ている。これらのロックアーム３５は、前方側壁３３に繋がる固定端を前方に有し、当接
壁３２を超える後方にまで片持ち梁形状に延びている。そして、このロックアーム３５は
、その当接壁３２よりも後方に、スライド部材側係止部３５１を有する。一方、ハウジン
グ１０には、ハウジング側係止部１３が形成されている（図５参照）。スライド部材３０
が前方位置にあるときには、ロックアーム３５に設けられているスライド部材側係止部３
５１がハウジング側係止部１３に係止し、スライド部材３０がその前方位置にロックされ
る。このロックにより、スライド部材３０が例えば１０Ｎの力で後方に押されても、スラ
イド部材３０は後退しない。
【００３８】
　また、これら左右のロックアーム３５には、当接壁３２の前方に突き出た形状の係止解
除突起３５２が設けられている。この係止解除突起３５２は、嵌合してきた第２コネクタ
２に押されることでロックアーム３５を外方へ撓ませる役割りを担っている。このロック
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アーム３５が外方へ撓むと、スライド部材側係止部３５１の、ハウジング側係止部１３と
の係止が解除され、スライド部材３０が後方にスライドすることができる状態となる。
【００３９】
　ここで、係止アーム３４は、スライド部材３０が前方位置にあるときに、嵌合してきた
第２コネクタ２の係止部２０１により鉤部３４１が押されることにより外方へ撓む。そし
て、その係止部２０１が鉤部３４１を乗り越える。第２コネクタ２の係止部２０１が鉤部
３４１を乗り越えたタイミングでは、ロックアーム３５の係止解除突起３５２は、第２コ
ネクタ２にはまだ押されていない。すなわち、このタイミングでは、ロックアーム３５は
まだ撓んでおらず、スライド部材側係止部３５１はハウジング側係止部１３に係止したま
まである。換言すると、第２コネクタ２の係止部２０１は、スライド部材３０が前方位置
にロックされたまま、鉤部３４１を乗り越えて係止された状態となる。第２コネクタ２を
さらに嵌合の向きに差し込むと、今度は、その第２コネクタ２によってロックアーム３５
の係止解除突起３５２が押されてロックアーム３５が撓む。これにより、スライド部材側
係止部３５１の、ハウジング側係止部１３との係止が解除され、スライド部材３０が後方
位置に向かって移動可能となる。第２コネクタ２をそのまま嵌合の向きに差し込むことに
より、スライド部材３０が後方位置にスライドし、それにともなってタブ端子２０が当接
壁３２よりも前方に突出し、第２コネクタ２の雌型端子２０２と接続される。
【００４０】
　また、スライド部材３０には片持ち梁形状に後方に延びる抜止めアーム３６が備えられ
ている。この抜止めアーム３６は鉤部３６１を有する。その鉤部３６１は、ハウジング１
０の長溝１５（図５参照）に入り込み、スライド部材３０が前方位置にあるときにこの長
溝１５の前端面に係止する。これにより、スライド部材３０がハウジング１０から抜け落
ちることが防止されている。
【００４１】
　さらに、このスライド部材３０には、仮係止アーム３７が設けられている。この仮係止
アーム３７は、第２コネクタ２の嵌合の途中、および抜去の途中において、その先端部が
、ハウジング１０に前後方向に２つ並んで設けられている突起１６（図８参照）に挟まれ
た状態となる。これにより、仮係止による第１コネクタ１および第２コネクタ２の半嵌合
状態を実現している。
【００４２】
　図６は、第１コネクタへの第２コネクタの嵌合時の動作を順を追って示した図である。
【００４３】
　ここで、図６は、第１コネクタ１および第２コネクタ２を、係止アーム３４の鉤部３４
１を切断する垂直面で断面して示した側面図である。図６（Ａ）は、第２コネクタ２が嵌
合の向きに進み、その第２コネクタ２がスライド部材３０の当接壁３２に当接した直後の
状態を示した図である。また、図６（Ｂ）は、第２コネクタ２によりスライド部材３０が
僅かに押し込まれた状態を示した図である。さらに、図６（Ｃ）は、嵌合が完了した状態
を示した図である。
【００４４】
　これらの図６（Ａ）～（Ｃ）では、係止アーム３４の断面が示されている。この係止ア
ーム３４は、片持ち梁形状に後方に延びているが、その横幅が後方ほどテーパ状に狭幅と
なっている。このため、この図６（Ａ）～（Ｃ）に示されている係止アーム３４の、後方
に延びた自由端近傍部分３４ａは、断面されずに示されている。
【００４５】
　図６（Ａ）では、第２コネクタ２の係止部２０１は、スライド部材３０の係止アーム３
４の鉤部３４１を既に乗り越えた状態にある。すなわち、第２コネクタ２は、嵌合にあた
り、この図６（Ａ）に示す状態にまで進むよりも前に、第２コネクタ２の係止部２０１が
鉤部３４１を押して係止アーム３４を外方に撓ませ、鉤部３４１を乗り越えている。スラ
イド部材３０がこの図６（Ａ）前方位置にあるときは、係止アーム３４その自由端である
後端までの全長にわたって撓み阻止壁１２（図５を合わせて参照）から外れている。この



(8) JP 2017-152200 A 2017.8.31

10

20

30

40

50

ため、第２コネクタ２が嵌合してくると、その第２コネクタ２の係止部２０１に鉤部３４
１が押されることにより、係止アーム３４は撓むことができる。
【００４６】
　図６（Ａ）の状態からスライド部材３０が少し押し込まれて図６（Ｂ）の状態となる。
すると、係止アーム３４の自由端側の一部がハウジング１０の撓み阻止壁１２と上下に重
なり、この係止アーム３４は、もはや撓むことができない状態となる。その後、第２コネ
クタ２がさらに嵌合し、最終的に図６（Ｃ）に示す完全嵌合の状態となる。このとき、ス
ライド部材３０は後方位置に移動している。
【００４７】
　第２コネクタ２の抜去の際は、これとは逆の動きとなる。すなわち、図６（Ｃ）に示す
完全嵌合の状態から抜去が開始される。この抜去時において、図６（Ｃ）に示す状態から
図６（Ｂ）示す状態に至るまでは、係止アーム３４は撓み阻止壁１２に阻まれて撓むこと
ができない。このため、係止アーム３４の鉤部３４１と第２コネクタ２の係止部２０１は
、確実に係止した状態に保たれる。したがって、第２コネクタ２が抜去されると、それに
伴ってスライド部材３０が確実に前方位置に移動する。
【００４８】
　第２コネクタ２が図６（Ａ）の位置まで抜去されると、係止アーム３４は、その自由端
までの全長にわたって撓み阻止壁１２から外れ、撓むことができる状態となる。第２コネ
クタ２を図６（Ａ）に示す位置まで抜去した後、抜去の向きにさらに移動させる。すると
、鉤部３４１が第２コネクタ２の係止部２０１に押されて係止アーム３４が撓み、第２コ
ネクタ２の係止部２０１の、鉤部３４１との係止が外れ、第２コネクタ２を抜き取ること
ができる。
【００４９】
　図７、図８も、図６と同様、第１コネクタへの第２コネクタの嵌合時の動作を順を追っ
て示した図である。
【００５０】
　ここで、図７は、第１コネクタ１と第２コネクタ２を上下方向中央を横切る水平面で断
面して示した平面図である。また、図８は、第１コネクタ１と第２コネクタ２を、上下方
向中央よりもやや上を横切る水平面で断面して示した平面図である。
【００５１】
　ここではロックアーム３５の動きを中心に説明する。ロックアーム３５に設けられたス
ライド部材側係止部３５１は、上下に延びた形状を有する。一方、このスライド部材側係
止部３５１に係止するハウジング側係止部１３は、上下方向中央には設けられてはおらず
、中央よりも上方に寄った位置と下方に寄った位置に設けられている。そこで、ここでは
、中央よりも上方に寄った位置に設けられているハウジング側係止部１３を横切る水平面
で断面した図８を、図７と合わせて参照することにする。
【００５２】
　ここで、図７（Ａ）、図８（Ａ）は、第２コネクタ２が図６（Ａ）と同じ位置まで嵌合
した状態を示している。また、図７（Ｂ）、図８（Ｂ）は、第２コネクタ２が図６（Ｂ）
と同じ位置まで嵌合した状態を示している。さらに、図７（Ｃ）、図８（Ｃ）は、第２コ
ネクタ２が図６（Ｃ）と同じ位置まで嵌合した状態、すなわち完全嵌合の状態を示してい
る。
【００５３】
　嵌合にあたり、図６（Ａ）に示すように、第２コネクタ２の係止部２０１は、係止アー
ム３４の鉤部３４１を既に乗り越えている。しかしながら、図７（Ａ）、図８（Ａ）に示
すように、この段階では、ロックアーム３５のスライド部材側係止部３５１はハウジング
側係止部１３に係止されたままの状態にある。
【００５４】
　第２コネクタ２が、図７（Ｂ）、図８（Ｂ）に示す位置まで嵌合すると、第２コネクタ
２がロックアーム３５の係止解除突起３５２を押してロックアーム３５を撓ませる。これ
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により、スライド部材側係止部３５１の、ハウジング側係止部１３からの係止が解除され
る。ただし、図７（Ｂ）、図８（Ｂ）には、撓む前の自由な状態のロックアーム３５が示
されている。このため、ここでは、スライド部材側係止部３５１とハウジング側係止部１
３とが同じ位置に重ねて描かれている。ただし、これは、図示上の問題であって、実際は
ロックアーム３５が撓み、スライド部材側係止部３５１がハウジング側係止部１３を乗り
越える状態となっている。
【００５５】
　その後、第２コネクタ２をさらに嵌合の向きに、図７（Ｃ）、図８（Ｃ）に示す完全嵌
合の状態にまで移動させる。その過程で、第１コネクタ１のタブ端子２０は第２コネクタ
２の雌型端子２０２に差し込まれ、互いの間が電気的に導通する。
【００５６】
　第２コネクタ２を抜去する際は、上記とは逆の動きとなる。図７（Ｃ）、図８（Ｃ）に
示す完全嵌合の状態から第２コネクタ２の抜去を進めて行くと、抜去が図７（Ｂ）、図８
（Ｂ）に示す状態にまで進んだ段階でロックアーム３５のスライド部材側係止部３５１が
ハウジング側係止部１３を前方に乗り越えて、さらに図７（Ａ）、図８（Ａ）に示す状態
となる。第２コネクタ２がこの図７（Ａ）、図８（Ａ）に示した状態にまで抜去されると
、ロックアーム３５のスライド部材側係止部３５１は、ハウジング側係止部１３に確実に
係止された状態となる。すなわち、抜去が図７（Ａ）、図８（Ａ）に示した段階まで進む
と、スライド部材３０は前方位置に確実にロックされる。このとき、スライド部材の鉤部
３６１がハウジング１０の長溝１５の前端面に係止することにより、スライド部材３０の
前方へのスライドが阻止される。すなわち、スライド部材３０がハウジング１０から抜け
止めされる。一方、図６（Ａ）に示した通り、この段階では第２コネクタ２の係止部２０
１は、係止アーム３４の鉤部３４１にまだ係止したままである。第２コネクタ２をこの図
６（Ａ）に示した状態からさらに抜去すると鉤部３４１との係止が外れる。
【００５７】
　このように、第２コネクタ２の嵌合にあたっては、第２コネクタ２の係止部２０１が係
止アーム３４の鉤部３４１に確実に係止してからロックアーム３５によるスライド部材３
０の前方位置へのロックが外れる。また、第２コネクタ２の抜去にあたっては、ロックア
ーム３５によりスライド部材３０が前方位置に確実にロックされてから係止アーム３４の
係止が外れる。本実施形態では、この順番が常に確実に維持される。したがって、本実施
形態によれば、信頼性の極めて高い感電防止機能が実現する。
【符号の説明】
【００５８】
１　　　第１コネクタ
２　　　第２コネクタ（相手コネクタ）
１０　　ハウジング
１１　　中空部
１２　　撓み阻止壁
１３　　ハウジング側係止部
１３　　フランジ
１５　　長溝
２０　　タブ端子（端子）
２００　ハウジング
２０１　係止部
２０２　雌型端子（相手コネクタの端子）
３０　　スライド部材
３１　　挿通孔
３２　　当接壁
３３　　前方側壁
３４　　係止アーム
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３４１　鉤部
３５　　ロックアーム
３５１　スライド部材側係止部
３５２　係止解除突起
３６　　抜止めアーム
３６１　鉤部
３７　　仮係止アーム
４０　　シールリング

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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